
医療機関における麻薬等の取扱い上の留意点について パート２
このコンテンツでは、医療機関の麻薬管理者を対象に、麻薬等の取扱い上の
留意点について説明します。
このコンテンツをご覧になる前に、「医療機関における麻薬等の取扱い上の
留意点について パート１」をご覧ください。
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パート２では、「６ 麻薬処方箋」から「１０ 覚醒剤原料の取扱いについ
て」まで説明します。
スライドの右上に、麻薬取扱いの手引の該当ページを載せていますので、見
直しの際にご活用ください。
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６ 麻薬処方箋
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適用条文です。
前のパートからの繰り返しになりますが、麻薬施用者でなければ、麻薬処方
箋を交付することはできません。

4



こちらは、麻薬処方箋の記載事項です。
記載事項のうち、②、⑤、⑧については、院内処方箋では省略することがで
きます。

赤色で示した、②、④、⑦は、記載漏れが多い事項なので、注意してくださ
い。
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記載事項④の、処方医の記名押印と、署名の違いです。

麻薬施用者本人が自筆しない場合には、氏名の横に押印してください。
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麻薬処方箋に関する事例です。

麻薬施用者の免許番号は、継続手続き後も同一であるとは限りません。
手続き後は、免許番号をよく確認してください。



７ 麻薬帳簿
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適用条文です。
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こちらは、麻薬帳簿の記載事項です。

開設者が譲り受けた麻薬、開設者が廃棄した麻薬、開設者が譲り渡した麻薬、
施用した麻薬については、品名、数量、その年月日を
麻薬事故届により届け出た麻薬については、品名、数量、事故年月日、届出
日を
記載する必要があります。

最低限、ここに示した事項については記載してください。
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最低限の記載事項を守った上で、帳簿の記載について、次のような注意事項
があります。

・品名、剤型、濃度別に、口座を設けて記載してください。
・着脱式帳簿の場合は、ページの抜き差し防止という観点から、ページ番号
が必要です。
・記載には、字が消えない筆記具を使用してください。
・記載内容の訂正は、修正液等は使用せず、二本線等により抹消し、訂正し
た箇所に訂正印を押印してください。

ページ番号、字が消えない筆記具、訂正印の使用は、改ざん防止のため重要
です。

・譲り受け・施用は、その都度記載してください。
・帳簿残高と在庫現品の確認は、定期的に行ってください。
・パソコンで管理している場合には、出力した印刷物を帳簿とみなします。
麻薬廃棄届で廃棄手続きを行う場合、麻薬帳簿を持参してもらう必要があ

りますので、定期的に印刷してください。
印刷した帳簿には、麻薬管理者の押印などをお願いいたします。
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また、パソコンで管理する場合、データの改ざん防止にパスワードをもうけ
る、定期的にバックアップをとる、などの対応をお願いいたします。
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手引きに麻薬帳簿の記載例が載っていますので、参考にしてください。

あくまで例なので一字一句この通りに書く必要はございませんが、最低限の
ポイントを押さえ、客観的に見てわかるような麻薬帳簿作成を心がけてくだ
さい。

なお、麻薬帳簿の冊子は、現在配布しておりません。
手引きの様式を印刷して使うか、ご自身で作成した様式を用いてください。
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麻薬帳簿の記載のポイントです。

「受入」は、麻薬譲渡証に記載された年月日を記載します。

払出しの際には、備考欄に患者氏名、又はカルテ番号を記載してください。

施用残液を廃棄した場合は、備考欄にその廃棄数量、廃棄に立会った方の氏
名を記載してください。

調剤済麻薬を廃棄した場合は、調剤済麻薬廃棄届を提出した旨、及び届出日
を備考欄に記載します。

フェンタニル経皮吸収型製剤を慢性疼痛の患者に払い出した場合、記号を付
ける、色を変える等の方法により、慢性疼痛の患者に払い出したことが分か
るように備考欄に記載してください。
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患者等から返却された麻薬についての帳簿記載のポイントです。

・元帳簿に記載する場合は、卸売業者から購入した麻薬と区別してください。

・必要に応じて、廃棄簿を使用してください。

・返却された注射剤については、得られた範囲で情報を記載します。
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８ 携帯輸入
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適用条文です。
麻薬については、原則、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者でなければ輸出入でき
ませんが、
厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出入す
る場合には、この限りではありません。
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自己疾病の治療のため麻薬を携帯輸出入する場合は、事前に申請し、許可を
得る必要があります。
必要な場合は、麻薬取締部にお問い合わせください。

海外から入国した患者について、持参薬の中に麻薬があった場合には、携帯
輸入許可を受けているか、必ず確認してください。
もし許可を受けていない場合には、薬務課麻薬対策担当へご連絡ください。

また、逆に麻薬を持って出国する場合は、当許可に加え、渡航先の法規制の
確認も必要になります。
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９ 麻薬管理者の届出
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年間届の記載事項は、ここに示した３点です。
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こちらは、年間届の記載上の注意事項です。
年間届の裏面も参考にしてください。

年間届を作成する際には、譲渡証、帳簿、実在庫に矛盾がないことを、必ず
確認してください。

麻薬処方箋の発行のみで麻薬を所有していない場合、「所有なし」と記載し
てください。

麻薬譲渡許可により譲渡した麻薬は、譲渡した数量、麻薬譲渡許可の旨、譲
渡先を記載してください。次のスライドで例を示します。

年間届提出後、誤りがあった場合には、年間届訂正願により届け出てくださ
い。
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こちらは、年間届記載例です。
麻薬譲渡許可で譲渡した麻薬は、備考欄に譲渡した数量と譲渡許可の旨、譲
渡先を記載してください。

数量に齟齬がないか、提出前にご確認ください。
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麻薬を所有していない場合には、このように、表の中に「所有なし」と記載
してください。



１０ 覚醒剤原料の取扱いについて
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覚醒剤取締法の改正が令和２年4月１日に行われました。

医療用麻薬と同様に、患者による携帯輸出入や、調剤済みの医薬品である覚
醒剤原料の取扱い等について、見直しが行われました。
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こちらが、改正内容です。

・「覚せい剤」の表記の改正に伴い、各種届出、譲渡証・譲受証も改正され
ました。

・覚醒剤原料については、医療用の医薬品であっても、携帯輸出入ができま
せんでしたが、
法改正により、医療用麻薬と同じように、許可を受けた場合は、携帯輸出

入が可能となりました。

・患者に調剤・交付された医薬品である覚醒剤原料について、医療機関等で
譲受可能となり、「譲受の届」の規定が新設されました。
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・調剤済みの覚醒剤原料の廃棄届の規定が新設されました。

・さらに、帳簿を備え、必要事項を記録することが義務化されました。
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こちらは、個人開設の医療機関が作成する覚醒剤原料譲受証の記載例です。

覚醒剤原料を譲受する場合は、表のように記載し、あらかじめ譲渡人である
覚醒剤原料取扱者に交付するか、この譲受証と引き換えに覚醒剤原料譲渡証
と医薬品覚醒剤原料を譲り受けるかしてください。

なお、覚醒剤原料譲渡証は譲受の日から2年間保存しなければなりません。
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こちらは、個人開設の医療機関が作成する覚醒剤原料譲受証の注意事項です。

住所と氏名は医療機関の所在地と名称を記載してください。

印鑑はゴム印やスタンプ印を避け、開設者の個人の印鑑を押してください。

品名の欄は日本薬局方医薬品は日本薬局方に定められた名称を、その他の医
薬品は一般的名称または品名を記載してください。

品名の余白には斜線を引くか、以下余白と記載してください。
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こちらは、法人開設の医療機関が作成する覚醒剤原料譲受証の記載例です。

覚醒剤原料を譲受する場合は、表のように記載します。

譲渡人への交付のタイミングは、個人開設の例と同様です。

29



こちらは、法人開設の医療機関が作成する覚醒剤原料譲受証の注意事項です。

印鑑は、法人にあっては代表者印となりますが、代表者印に代わる覚醒剤原
料専用の印、または代表者が認めた施設の長の公印でも差し支えありません。

これら代表者印に代わる印鑑や、公印に準じる印鑑は例を参考にしてくださ
い。
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以下の注意点は個人開設の場合と同じです。
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こちらは、麻薬と覚醒剤原料の取扱いの違いについてまとめた表です。

麻薬と覚醒剤原料は、それぞれ取扱いの違いがありますので、こちらの表を
参考にしてください。
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麻薬取扱いの手引きは、ホームページからもダウンロードできます。
様式のダウンロードもご活用ください。
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医療機関における麻薬等の取扱い上の留意点について パート２の説明は、以
上で終了です。

麻薬等の取扱いについて、判断に迷ったらまずは手引きをご確認いただき、
それでも解決しない場合には、薬務課までご連絡ください。

今後も、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料の適正管理をよろしくお願いいたしま
す。
ご視聴ありがとうございました。
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